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第 53回全国健康保険協会山形支部評議会議事録 

 

Ⅰ．開催日時：令和 2年 1月 17日（金）午後 1時 56分～午後 3時 55分 

Ⅱ．開催場所：山形国際ホテル 

Ⅲ．出席者 ：和泉田保一 評議員、伊藤陽介 評議員、遠藤順子 評議員 

大井祐一 評議員、齋藤佳彦 評議員、高橋忠勝 評議員（五十音順） 

 

Ⅳ．議題   

１．令和 2年度支部健康保険料率について 

２．令和 2年度山形支部事業計画（案）について 

 

Ⅴ．議事概要 

各議題につき、事務局より資料に基づき説明。主な意見等は以下の通り。 

 

１．令和 2年度支部健康保険料率について 

企画総務グループ長より説明。 

 

【和泉田 評議員】  

 議事 1 の保険料率変更については評議会での意見を踏まえて山形支部長が理事長に意見

書を提出することになっております。そのための評議員からの意見をお伺いするというの

がこの議題 1の目的ということになっています。 

 まず、私から質問させてください。 

 P.10 の支部料率の算出過程での数値についてですが、まずは来年度の被保険者の所得の

見込みを立てて、更に必要な保険給付費の見込みを立てて、そこから割り返して必要な率

を出しているというものですが、来年度は調整前の所要保険料率が６％で始まっているが、

今年度はどのような数字になっていたのでしょうか。 

  

【事務局（企画総務グループ長）】 

 全国の調整前所要保険料率は、来年度は 5.27％で、今年度については 5.18％という数字

でした。一方山形支部は、昨年度 5.84％という数字でした。ですので、伸び率を見ますと、

全国平均よりも山形支部の方が高い状況です。 

 

【和泉田 評議員】 

 所得見込みが減ったのか、給付見込みが増えたのか、どちらの要因からでしょうか。 

 

【事務局（企画総務グループ長）】 

 医療給付費の見込み額が増えていることに起因しています。 
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【和泉田 評議員】 

 それにつきまして、想定できる理由はあるのでしょうか。 

 

【事務局（企画総務グループ長）】 

 今議長よりご質問いただいた見込みについてですが、過去の実績に基づいて算出してい

ます。いずれも平成 28 年度から 30 年度の 3 年度の平均の伸び率を用いて見込みを算出し

ています。実績として、医療給付費の伸び率が平均よりも大きくなっているということが

理由となっています。 

 

【和泉田 評議員】 

 山形支部加入者の医療費が多くかかっているということですね。 

 

【事務局（企画総務グループ長）】 

 はい、そういうことになります。その点は昨年の評議会の中でも医療費分析の箇所でご

説明させていただきましたが、一人当たり医療費が全国平均よりも高い伸び率を示してい

るというのが現状としてございます。 

 

【和泉田 評議員】 

 精算分というのは 2 年前の見込みとの差額を 2 年後に返すというということなのでしょ

うか。 

 

【事務局（企画総務グループ長）】 

 はい、そうなります。 

 

【大井 評議員】  

 今のお話で、28年度から 30年度で医療費の伸びが高かったということですが、その傾向

は以前から変わっていないのですか。 

 

【事務局（企画総務グループ長）】 

 山形支部保険料率を見ましても、平均保険料率の 10％を下回っている時期もございまし

た。P.9をご覧いただきますと、直近 5年分の保険料率をお示ししておりますが、過去 5年

間全国平均保険料率 10％という中で、山形支部保険料率は平成 28 年度は 10％でしたけれ

ども、平成 29年度は 10％を切っております。 

 

【大井 評議員】 

 ということは、ここ 1～2 年で伸びてきているということですか。ここ１～2 年で伸びて

いるという理由として何かあるのでしょうか。 
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【本間支部長】 

 山形支部の医療費が数年前までは全国平均を下回ってはおりましたが平成 24年度あたり

からはずっと医療費の伸びは全国平均を上回っていた状況です。原因として考えられるの

は、医療費分析で見えてきていることですが、健診結果から、県内どの地域でも血圧リス

クが高い状況にありまして、血圧関連で医療機関の外来に行くという頻度が非常に高いこ

とがわかっています。医療費についても、血圧での外来医療費が特徴的に高いということ

がわかります。ですから、前から言われてはいましたが、山形は健診の受診率が全国でも 1

番高いので、その結果高血圧のリスクがあった場合に、医療機関を受診する人にかかる医

療費が高くなっているのではないかと考えられます。今の特定健診制度ができて健診の受

診率が上がってくればその分一時的に外来医療費はかかるのではないかということは以前

から言われてはおりました。適切に外来受診することで重症化しないので、ゆくゆくはそ

こまでの医療費増には繋がらないという可能性がありまして、実際にそうなのかはよくわ

かりませんが、そういった図式になっているのではないかとの考えではおります。 

 

【大井 評議員】 

 そうすると、例えば薬ばかり飲んでいるから医療費が高いとかではなく、ある程度前向

きな医療費であるということですね。 

 

【和泉田 評議員】 

 P.14-15の運営委員会での意見について、再度要点的にでよいので説明をお願いしたい。 

 

【事務局（企画総務グループ長）】 

 再度、説明。 

 

【和泉田 評議員】 

 結論としては、まだもうしばらく様子を見ようということのようですが、問題提起とし

ては、それぞれの指標の評価割合について、もっと伸び率を重点的に評価してもよいので

はないか。それぞれの指標ごとに重み付けを行う必要があるのではないかという視点から

議論がなされたということですね。 

 

【事務局（企画総務グループ長）】 

 はい、その通りです。 

 

【伊藤 評議員】 

 基本的には、山形支部の保険料率について決まった数式に当てはめて計算された料率な

のでしょうから、特に異論はありません。ただインセンティブ制度に関して、運営委員会

の中でしばらくこのままで様子を見てという意見が出されたとのことですが、少し気にな

ったのは、P.15 にある運営委員の意見において「最大のネックはインセンティブ自体が小
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さいこと」という根本のところへの問題提起がありますが、たしかに企業側から見ると自

分たちの企業体だけ頑張っても、地域全体でどのくらい結果が出るのかということになっ

てしまうと、なかなか事業者に直接的にメリットというか、効果が分かりにくいというこ

とがあるかと思います。ここには企業を表彰すること等により、事業者にメリットが生ま

れるという提案もありますが、たしかに金額で差をつけることができないので、こういっ

た企業表彰とか、取り組んでいる企業のイメージがアップしたり、アピールになるような

ことなど、取り組みを積極的にするためにはわかりやすいメリットが必要ではないかと思

います。インセンティブ自体が小さい分、何かこういう行動をするとこういう結果が出る

というわかりやすいものがないと、制度自体が意味のないものになってしまうのではない

かと感じました。 

 

【大井 評議員】 

 私も、10 月の議論もありましたし、この数値等については異論がないというか、このよ

うな形でいいのだろうなと思っています。ただ、インセンティブ制度については、取り組

むことによるメリットが重要であると思います。健康経営に関する表彰ということがあり

ますが、わが社は健康経営優良法人の認定をもらっておりまして、そのロゴマーク等は使

えることになっているのですが、それと比較して、仮にインセンティブで表彰を受けたと

ころで、何かアピールできるのかなと疑問を感じます。何かもっとはっきりしたメリット

というか、アピールポイントにできるようなものがあると、企業としてはもっと頑張れる

のではないかなという気がしました。 

 

【和泉田 評議員】 

 今のところメリットが見当たらないということでしょうか。 

 

【大井 評議員】 

 というよりも、表彰等によりとありますが、表彰することだけで何かメリットになるの

かなと疑問に思った次第です。もう少し広げて何か使用できるようなものがないと難しい

のかなと思います。例えば健康経営優良法人であればロゴマークを HP などに貼れますし、

パンフレットにも使用できますし、そのようなものがないといけないのではないかと思い

ます。どのくらい企業が乗ってくるかにもよってきますが、そのようなものがあると少し

は広がっていくのではないかという気がします。 

 

【高橋 評議員】 

 説明を聞く中で先ほど質問があった医療給付費について年々上がってきているというと

ころが、今後も続いていくことが懸念されるところかな、と思っております。先ほど支部

長から説明があった通り、私もそうだったのですけれども、健診でひっかかって、もう一

度しっかり検査をしてくださいよというような指導の仕方が、しっかり行き届いていると

いう結果が反映したのかな、と考えられるとも思うのですが、いずれにしても、被保険者
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にしてみれば、保険料は低いに越したことはないと思いますので、これからも下げる方向

で取り組んでいただければと思う次第でございます。 

 

【齋藤 評議員】 

 平均保険料率につきましては、山形支部評議会と同じ意見になった支部が多いというこ

とですが、P.5 のところで、意見書提出なし 13 支部とあるのですが、意見書提出なしとい

うことがどういうことなのかわからないので、教えていただきたいということが 1つです。

また、インセンティブ制度については、平成 30年度の実績が出されて全国 6番目だという

ことで、本当に喜ばしいことで、支部の皆様の努力のおかげだなと感謝申し上げたいと思

います。3番目の変更時期に関しても、いたずらに変更時期を変えるのもいかがなものかな

と思いますので、4月からということで良かったのではないかと思います。 

 

【事務局（企画総務グループ長）】 

 意見書提出なしということに関しましては、今回平均保険料率についてご議論いただく

にあたりまして一昨年になるかと思いますが、当協会の理事長が中長期的に安定した財政

運営を基本としたい旨意見を申し上げて、基本的には平均保険料率 10％維持を前提として

議論を進めていただいているところでございます。全国各支部で議論していただいた結果、

10％維持という前提であるのならば、敢えて意見を出さなくてもいいのではないかという

考えが働いているのではないかと思われます。 

 

【遠藤 評議員】 

 10％維持に賛成ということで、全国的にどの支部でもだいたい同じ考えなのだなと思っ

ておりました。ただ私個人的には、P.12 の見込みで、準備金残高がすごく貯まっているな

ということを感じております。また保険料が上がるのだな、でも準備金はいっぱいあるの

だな、という果たして良かったのかなという思いもあります。たしかに中長期的にみると

準備金がどんどんなくなっていくということはわかっているのですが、今はどんどん準備

金が増えてきて、一方で保険料はどんどん上がってきていて。確かに長期的には赤字にな

るので 10％維持でいいのですが、葛藤しているようなところが若干あります。 

 

【和泉田 評議員】 

 私も、他の評議員の皆様とほぼ同意見でして、まとめますと、保険料率の案にはやむを

得ないといいますか異議なしということです。インセンティブ制度の見直しということに

ついても、まだしばらくは様子を見るということで、特に変更について何か言うことはご

ざいません。変更時期についても異議はないということで、これらを山形支部評議員の意

見として承ったということにしてよろしいでしょうか。 

 

【全員】 

 異議なし。 
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２．令和２年度山形支部事業計画（案）１．基盤的保険者機能関係 

業務部長より説明。 

 

【和泉田 評議員】 

これは、別冊１に全体の事業計画（案）があって、その中から抜粋して資料としており

説明いただいたということだと思うのですが、特にこの 4点を抜粋したということは何か

指標なり理由があってのことですか。 

 

【事務局（業務部長）】 

  支部加入者に対してのサービス向上という観点から、山形支部として重点的に取り組む

べき事業と思われる 4項目について抜粋してあります。 

 

【和泉田 評議員】 

 これは、例年このようにピックアップした形での説明になっていましたか。 

 

【事務局（業務部長）】 

はい、昨年もこのような形での説明をさせていただいておりました。 

 

【和泉田 評議員】  

 P.20（１）サービス水準の向上につきまして、②の郵送化率については数字の表が示さ

れていますが、①のサービススタンダードの達成状況については数字が載っていないのは、

何か理由があってのことでしょうか。 

 

【事務局（業務部長）】 

 サービススタンダードというのは、傷病手当金や出産手当金などの一部のものについて

受付から支払決定までを 10 日以内で行うというものになりますが、山形支部については、

これまで継続して 100％達成してきております。他の支部についても、月ごとには 100％達

成している支部もたくさんありますが、連続して 100％を達成し続けている支部はあまりな

く、山形支部は発足当時から途切れることなく 100％達成を継続しているため、敢えて数字

の推移については省略させていただいた次第です。 

 

【遠藤 評議員】 

 サービス水準の向上について、申請書類の郵送化率が令和元年 11月末までで 92.6％まで
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達成している中で、令和 2年度の目標が 92.7％ということで、もうすぐ手が届く目標の設

定になっているようなのですが、こちらはもっと上げていく予定があるのかという質問が

１点目です。それと、レセプト点検の査定率のところで全国 41位、42位ということがある

のですが、この率の出し方というのがよくわからないのでもう一度教えていただければと

思います。 

 

【事務局（業務部長）】 

 郵送化率につきましては、現時点でも既に高い水準の中で更に率を上げていくというこ

とで、0.1％といってもなかなか難しいところもあるのですが、いずれにしても目指すとこ

ろは 100％でありますので、仮に年度途中で目標を達成したとしても、それでよいというこ

とではなく、目標も対前年度以上に設定しておりますので、さらに数字を上げるべく努力

はし続けてまいります。 

 査定率についてですが、まず、山形支部の規模でお話しをすると、医療機関からの保険

者負担分としての医療費請求が 1ヶ月あたり約 50億円あります。そのうち、1次審査を実

施している診療報酬支払基金において保険請求としては馴染まないとして査定した金額が

約 800万、2次審査を実施している山形支部において査定した金額が約 400 万ありまして、

合計約 1,200万円減額させております。その医療費総額 50億円に占める減額させた金額

1,200万円がこの査定率 0.254％前後となっておりまして、より多くの金額をレセプト点検

において減額させて医療費適正化に結び付けようとしているところです。 

 

【遠藤 評議員】 

 査定率が低いということは、病院での請求方法が間違っていないということなのですか。 

他の県はもっともっと削減する余地があるが、山形の場合は直す箇所が少ないということ

も言えるのではないのですか。 

 

【事務局（業務部長）】 

 医療機関の方で、保険診療を念頭に置いた正しい請求がされているという見方もあると

は思います。 

 

【齋藤 評議員】 

サービス水準の向上で、サービススタンダード 100％達成ということは素晴らしいことだ

なと思いながらお聞きしておりました。ただ、現金給付等の申請にかかる郵送化率を 92.7％

以上とするということなのですが、郵送化を進めることがどうしてサービス向上に繋がる
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のかを教えていただければと思います。それと、限度額適用認定証の利用促進で 85％は高

いなと認識していたところなのですが、病院によってはすぐ払ってくれというところがあ

るのかどうかもわからないのですが、退院した後に申請することもできるものなのかどう

かを知りたいなと思っておりました。 

 

【事務局（業務部長）】 

 まず、郵送化率を上げることについてですが、支部の窓口には平均して毎日 30人前後の

お客様が説明を聞きに来所されています。窓口は山形県内において 1ケ所しかない中で、

庄内、置賜、最上からおいでいただくということは、大きな負担になってしまうというこ

とで、加入者の利便性の点から考えて郵送でやり取りしていただいた方がよいだろうと考

えております。また、電話での対応を充実させることで、窓口に足を運ばなくても手続き

が完了できるように説明力の向上についても力をいれているところです。 

 限度額適用認定証についてですが、病院の会計の方は、月末で締めて翌月の 10日までに

診療報酬支払基金に請求を上げることになっておりますので、退院した後に限度額認定証

を提示していつでも病院で対応可能ということにはなっておりません。是非、事前に入院

することが分かっている場合には、入院する前に限度額適用認定証の申請をしたうえで入

院していただくようにお願いしたいと思います。 

 

【齋藤 評議員】 

 病院では、緊急入院とかでもない限り説明があるのかなとは思うのですけれども、私も

入院したことありますが説明されたことがなかったものでお聞きしたところです。 

 また、郵送化のところは本当にその通りだと思うのですけれども、添付書類がたくさん

あるのかもわかりませんが、今だと電子申請であるとかメールでの提出が可能だったり、

そういう郵送以外の手段というのも利便性が高いと思いますので、そういったサービス向

上についても検討していただければと思うところです。 

 

【高橋 評議員】 

 1点確認事項ということで、先ほど遠藤評議員から令和元年度の実績値が令和 2年度の目

標値に近いとかそういった質問があったと思いますが、他にも P.23の 3つの KPIについて

もそうですが、仮に令和元年度の実績値が令和 2年度の目標値を超えてしまった場合につ

いては、再度 KPIの数値を見直すことになっているのか、そのあたりをお伺いしたいと思

います。 
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【事務局（業務部長）】 

 令和 2年度目標値、KPIについては、全て本部の方で数値を管理しておりまして、協会全

体として目標を達成するためには山形支部は前年度数値をもとに何％の達成が必要と設定

しているものになりますので、年度途中で山形支部が達成したのでさらに高い KPIを設定

するということは行っておりません。ただし、先ほども申しましたが、達成したからあと

は現状維持ということではなく、さらに上を目指して努力してまいります。 

 

【大井 評議員】 

 これまでの評議員の方の話と被ってしまうのですが、郵送化率とレセプト点検について

もう一度お聞きしたいと思います。郵送以外というと、持参ということになるのですか。 

 

【事務局（業務部長）】 

 はい、お客様の中には、制度がわからないとか、こういう状況になったけれども何をし

てよいかわからないということで、まずは話を聞きに来られる方もいらっしゃいます。そ

ういった方にはその場で説明しながら記入いただくということになりますので、来所され

る方もいらっしゃいます。 

 

【大井 評議員】 

 では、郵送化率を高めるためには、広報というか、わかりやすくしないといけないとい

うことですよね。そのあたりがまだ不足しているというところなのでしょうか。質問がし

たくて窓口にお見えになるということであるならば、ここにある郵送による申請を積極的

に案内するというよりは、フリーダイヤル等でわかりやすい相談窓口を設けるなどの方が

先なのかなという気がします。いくら郵送申請してくださいと呼びかけても、当人からし

たらこれではわからないから聞きに来ているということなのだとすれば、足を運ばなくて

も気軽に電話で問合せできる窓口が必要なのではないのかなという気がしました。 

 あと、レセプト点検のところで、この査定率という数値や順位というのは、あまり取り

上げる意味はない数値ですよね。 

 

【事務局（業務部長）】 

 たしかに、先ほど申し上げたように、医療機関からのレセプトの請求が保険診療を念頭

に置いた正しい請求になっているということもあるかと思います。しかし一方で、われわ

れ点検する側のスキルが足りないがゆえに、減額できるところを見つけられないというこ

ともあるのかもしれません。ですので、全く意味のない数値であるとは考えておらず、レ
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セプト点検のスキルアップを図っていかなければならないと、対策を講じている次第です。 

 

【大井 評議員】 

 結局は、皆さんのスキルが高いのか低いのかは量りにくいので、こっちでやっていると

いうだけのものですよね。なので、この数値で 41位、42位だから悲観する必要はないので

はないかと思います。この数値に左右されずに、間違いを見つけるという観点で 100％を目

指して頑張っていただければそれでいいのではないかと感じました。 

 

【伊藤 評議員】 

 皆さんのご意見やご質問で、初めに持っていた私の疑問も解消されたところなのですが、

郵送化については皆さんからのご意見があった通り、一定数窓口で説明を聞いて手続きし

たいという要求は必ずあるものだと思うので、郵送化の数字をあげていくといっても一定

のところでは頭打ちになるものだと思います。だとすると、郵送化の数字をあげることも

もちろん大事ですけれども、それとともに電話での対応であるとか、申請書類自体が必要

最低限の記入で済むようになっているかとか、記入例がわかりやすいかとか、添付書類の

案内がわかりやすいかどうかとか、そのあたりのわかりやすさ、親切さなどが大事になる

と思うので、どちらも両輪で高めていっていただければいいのかなと思います。 

 それからもう 1点ですが、限度額適用認定証の申請書類未設置医療機関に新たに追加し

て設置してもらったとのことで、小児科・精神科と記載があるのですが、これまでこの科

には置いていなかったのは、敢えて何か理由があったのか、この 2科に置くようになった

経緯をお聞きしたいのですが。 

 

【事務局（業務部長）】 

 この限度額適用認定証というのは 1ケ月の自己負担が所得に応じてここまでという 5段

階をカタカナで表示されている認定証をお出しするものなので、あくまでも医療費が高く

なるケースということで、入院施設がある医療機関に、申請書を置かせていただく取り組

みを行っておりました。しかし、もう少し突っ込んで医療費の中身を分析してみると、外

来でも精神科系の医療費が高くなるケースであるとか、小児科でも高いケースがあるとか、

ここには記載しておりませんが眼科のほうでも外来で医療費が高額になるケースが見受け

られるということで、その医療機関からの請求の中身を分析して、小児科・精神科という

のも、少し枠を広げて加入者の利便性を図ろうということで、新たに追加したという経過

でございます。 
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【和泉田 評議員】 

 それでは様々ご意見いただきましたけれども、事業計画（案）の基盤的保険者機能関係

については了承ということでよろしいでしょうか。 

 

【全員】 

 異議なし。 

 

 

３．令和２年度山形支部事業計画（案）2．戦略的保険者機能関係、3．組織・運営体制 

関係について 

保健グループ長及び企画総務グループ長より説明。 

 

【和泉田 評議員】 

 こちらも、基盤的保険者機能関係と同じく、別冊 1の事業計画（案）の総覧といいます

か、全部を網羅しているものからすると一部抜粋しての説明となっているということでよ

ろしいですか。 

 

【事務局（企画総務グループ長）】 

 はい、そうなります。 

 

【伊藤 評議員】 

 やまがた健康企業宣言事業所の数が飛躍的に拡大しているということについては良いこ

とだなと思います。ただ、お伺いしたいのが、企業宣言はどのような要件でできるのかと

いうことが 1 つです。それから、概ね現在 880 社程度だということですが、全事業所のう

ちどの程度の割合が今宣言しているのか、目標数値を設定しているのかどうか。今後も増

やしていくということですが年度ごとの見通しというものは持っていらっしゃるのかどう

か、そのあたりをお伺いしたいと思います。 

 

【事務局（企画総務グループ長）】 

 まず、健康宣言の要件ということですが、やまがた健康企業宣言につきましては、当支

部が独自で行っている事業になりますので、協会けんぽ山形支部の加入事業所であるとい

うことでございます。その他に、宣言いただく要件といたしましては、特定健診や特定保

健指導等を実施していただくことが宣言いただく際の要件になっております。 

 また、宣言事業所数についてですが、現在 890 社程度から宣言をいただいており、協会

けんぽ山形支部の加入企業数が 19,000 社程度ございますので、5％未満の数字になってお
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ります。宣言事業所数の拡大に関する目標についてですが、今回資料では 1月から 12月ま

でのスパンでお示ししておりますが、今年度 4 月から 3 月までの目標として立てた数字と

いたしましては、当初 150 社ということで動いておりました。ただし、宣言いただいた事

業所様が多かったもので、年度途中で 250 社というところまで見直しを行いました。現在

はそれも超えてしまっている状況なのですが、今のところは更にまた目標を見直すという

ことはせずに、引き続きまだ拡大を図っているというところでございます。 

 

【伊藤 評議員】 

 わかりました。それに関連してなのですが、いろんな対策の中で、やまがた健康企業宣

言事業所に対して働きかけを行うという箇所が何か所かあるようですが、宣言していると

いうことは意識が高いので、そこに依頼をすると効果が出やすいというところもあって宣

言事業所に特に働きかけをするということでよろしいですか。仮にそうだとすれば、宣言

事業所を増やしていくということは大変意味があることなのかなと思いました。 

 

【事務局（保健グループ長）】 

 特に健診とか特定保健指導に関しまして、やまがた健康企業宣言事業所に対するという

項目がみられると思いますが、やまがた健康企業宣言に登録をしても実際の健診の実施率

や特定保健指導の利用率が低い事業所様につきまして、年度途中で状況を確認して、受診

勧奨を行っているところであります。伊藤評議員からお話のあったとおり、宣言している

事業所は意識が高い事業所様ですので、健診や特定保健指導に結びつく可能性が高いので、

特に重点的に働きかけを行っております。しかし、健康企業宣言事業所だけに対してとい

うことでは決してなく、小規模事業所や、健康宣言をしていない事業所に対しても実施し

ていただけるように、勧奨を実施しております。 

 

【齋藤 評議員】 

 P.29 のインセンティブ順位の特定保健指導の実施率の順位が 5 位と高めにでているのに

も関わらず、特定保健指導対象者の減少率が 39位ということでだいぶ離れている、そのあ

たりがどういったことが原因でこのような現象が生じているのかを教えていただければと

思います。 

 

【事務局（保健グループ長）】 

 健診受診率が 2 位で、特定保健指導が 5 位であるのに対して、特定保健指導の対象者の

減少率が 39位というように順位が低いことに関しては、重点的に取り組みを実施していか

なければならないという認識はございます。要因としては、特定保健指導に該当した方が

運動習慣なり食事習慣なりを改善していくという事が他支部と比較するとまだまだ少ない

のかなと考えております。また、実際特定保健指導を利用しても改善に結び付く方が他支

部と比較して少なかったということもあるかもしれませんので、今後特定保健指導のやり
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方や質の向上に向けて取り組みを強化していきたいと考えている次第です。 

 重症化予防対策についても、従来の勧奨対象者よりも症状が軽い方々についても受診勧

奨を実施して、医療機関への受診率の向上に繋げられるようにと考えているところです。 

 

【齋藤 評議員】 

 特定保健指導の対象者が増えているという事は、予備群がたくさんいるということなの

でしょうか。特定保健指導の対象ギリギリの方がたくさんいたので、特定保健指導の該当

者が増えたということですか。 

 

【事務局（保健グループ長）】 

 山形支部の加入者自体がどんどん増えており、健診を受けられる方も増えている状況に

ございます。健診受診者自体が増えているので、それに比例して特定保健指導の該当者も

増えているという状況です。その中で令和 2 年度においては血圧や血糖値が一定の数値以

上の方々に対する医療機関への早期受診に関する勧奨域の幅を広げて、受診勧奨する予定

になっています。 

 

【齋藤 評議員】 

 基本的には、重点施策として取り上げられているものについては、数値が悪かったとこ

ろを改善するために策定されているのだろうという視点で見てはいたのですが、それがど

の施策に結び付いているのかがよくわからなかったのでお聞きした次第です。 

 

【遠藤 評議員】 

 P.28にありますけれども、健診当日の特定保健指導実施者数の拡大というところで、健

診当日に特定保健指導を受けている人の方が多いような気がするのですが、そこで受けた

方も、今年度の取り組みとして書かれているような、例えば血圧・血糖値が高いワースト

30の方達に特定保健指導の案内を送付とありますが、このような通知がまた届くことはあ

るのでしょうか。 

 

【事務局（保健グループ長）】 

 健診機関で健診当日に特定保健指導を受けていらっしゃる方に対しては、協会けんぽか

らの案内はしておりません。利用勧奨をしているのは協会けんぽで対応している方々が対

象となっておりますので、重複はしておりません。 

 

【和泉田 評議員】 

 生活習慣病予防健診の実施率等について、10 月末までの実施率が年度の目標に達してい

ないのは、これはだんだん 1年間を通じて上り調子で、最後に 100％に近づくというものな



14 

 

のでしょうか。 

 

【事務局（保健グループ長）】 

 受診率については、年度末に向けて数字が積みあがっていくこととなります。しかし残

念ながら昨年度は、健診受診率は目標達成できなかった状況にあります。 

 

【和泉田 評議員】 

 そうすると、今年度の見込みはどうなっているのでしょうか。 

 

【事務局（保健グループ長）】 

 今年度、目標値が高すぎる数値になっておりますので、見込みとしては健診も、特定保

健指導の方も目標達成はかなり厳しい状況にあります。P.27 をご覧いただきますと、令和

元年度の KPI が 74.6％で、その左側の平成 30 年度の数値が 72.4％ということですので、

2.2％達成できなかった状況にあります。支部としては、実績として 1位をキープしており

ますが、本部の指示に基づき目標を高く設定している状況ですので、先ほどもお話ししま

した通り加入者自体が増えておりますので実施件数としては伸びている状況ですが、なか

なか目標を達成するというところまではいっていないのが現状です。 

 

【和泉田 評議員】 

 では、2.戦略的保険者機能関係及び 3.組織・運営体制関係について、了承とさせていた

だいてよろしいでしょうか。 

 

【全員】 

 異議なし。 

 

【和泉田 評議員】 

 また、前回の評議会で議論済みではあるのですが、今お話しいただいた 2.戦略的保険者

機能関係事業に関連する予算である保険者機能強化予算について、承認していただく必要

があるとのことなのですが、いかがでしょうか。前回議論した予算の内容と、今回承認が

必要な予算に関してはイコールという事でよろしいのでしょうか。 

 

【事務局（企画総務グループ長）】 

 前回ご議論いただいた内容から変更はございません。 

 

【和泉田 評議員】 

 では、追認という事で皆さんいかがでしょうか。 
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【全員】 

 異議なし。 

 

 

以上、評議会の議事の経過並びに結果が正確であることを証するために、議事録を作成

し、議長並びに議事録署名人はこれに押印捺印する。 

 

 

 

令和 ２年  月  日 

 

議長           和泉田 保一 

 

 

㊞ 

議事録署名人 伊藤 陽介 

 

 

㊞ 

議事録署名人 高橋 忠勝 

 

㊞ 

 


